
大潟村では、

◎安全安心で快適な住まいづくりを応援するため、住宅の新築工事やリフォーム・増改築工事等を行った方を対象に補助金を交付します！

◎村内定住の促進と村内経済の活性化を図るため、大潟村定住化促進商品券を交付します！

◎子育て世帯・・・18歳以下の子が同居している親子世帯

◎移住定住世帯・・・移住のために村外から村内に住所を異動しようとする移住者を含む世帯

※移住者：村内に住所を定めたことがない者や村内から村外に住所を移し、

在学期間を除き継続して3年を超えて村外に居住した後、再び

村内に住所を定める者

◎村内賃貸住宅居住世帯・・・村営住宅や村内民間賃貸住宅に居住している世帯

◎多世代同居世帯・・・18歳以下の子とその親及びその祖父母（又は曾祖父母）が同居する世帯

※商品券は農業経営者、農業専従者、農業法人等における家族従業者の世帯員及び18歳以下の方は交付の
対象外となります。

▶ 村内の中古住宅を購入した場合

子育て世帯
移住定住世帯

村内賃貸住宅居住世帯

対象者

中古住宅を購入し、住宅を

解体した後、新たに住宅を

建築した者

中古住宅を購入し、居住す

る者（リフォーム工事や増

改築工事未実施）

補助金
建築費の５%

上限１００万円

工事費の３０%

上限５０万円

工事費の３０%

上限５０万円

商品券
１０万円／人

上限３０万円

１０万円／人

上限３０万円

１０万円／人

上限３０万円

１０万円／人

上限３０万円

合計 １３０万円 ８０万円 ８０万円 ３０万円

中古住宅を購入し、リフォーム工事や増改築工事を行っ

た者

リフォーム・増改築

解体後新築 そのまま居住

※補助対象となる建築費や工事費の割合は、消費税込みの金額に対する割合です。

※持ち家のリフォームは、居住環境の向上のための模様替えや増改築が対象であり、外壁や屋根
の塗装など、単に修繕を目的とした工事は対象外となります。
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